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人生の最終段階における医療・ケアの意思決定支援に対する指針 
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I. 当院における基本方針 

 当院の理念である『質の高い温かな医療と看護を提供する』ことを実現するためには、ま

ず患者さん一人ひとりに寄り添い、本人の意思決定を基本とし、個別のニーズに応じた医療

とケアを提供することが大切となる。医療・ケアチームは患者・家族に対して適切な情報提

供と説明を行い、患者・家族等との十分な話し合いのもと、本人の意思決定や権利を尊重し、

自分らしい生活を送ることができるよう、最善の医療・ケアを提供する。 

II. 人生の最終段階の定義 

 人生の最終段階とは、いかなる治療の効果も期待できず、いずれ死が訪れることが予測さ

れる場合（医学的終末期）である。人生の最終段階にあるという判断には客観性が求められ

るため、医師・看護師等多職種から構成される医療・ケアチームによって判定・確認される

必要があり、以下の 3 つの判断が必要となる。 

① 複数の医師が客観的な情報を基に、治療を行っても回復が期待できないと判断が一致

した場合 

② 患者（意識及び判断能力を失った場合を除く）、家族等、医療・ケアチーム関係者が終

末期であることに納得した場合 

③ 患者、家族等、医療・ケアチームが死を予測し、対応の検討を開始した場合 

III. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方 

① 患者・家族に対して、医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明がなされ、それ

に基づいて医療・ケアを受ける本人が、多専門職種の医療・介護従事者から構成され

る医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえ

で、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も大切な原則である。また、

時間の経過、病状の変化等で本人・家族の意思は変化しうることを踏まえ、本人が自

らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を医療・ケアチームで行い、

家族等を含め、必要な時に話し合いを繰り返し行う必要がある。さらに、本人が自ら

の意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者を含

めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は、特

定の家族等を自らの意思を推定するものとして、前もって決めておくことも重要であ

る。  
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② 人生の最終段階における医療、ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・

ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥

当性と適切性を基に慎重に判断する。 

③ 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本

人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。 

④ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は本指針の対象としない。 

 

IV. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き 

（１）本人の意思が確認できる場合 

① 方針の決定は本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者か

ら適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形

成に向けた十分な話し合いを踏まえ、本人による意思決定を基本とし、多専門職種か

ら構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。 

② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化し

うるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなさ

れ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。また、

このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族

等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。 

③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、電子カルテ内に記載する。 

④ 当院においては、当院ホームページから『私の思い手帳』を出力し、自身の思いを記

載してもらい、医療・ケアチームと共有することで、患者の意思を尊重した医療・ケ

アの提供に努める。 

 

（２）本人の意思が確認できない場合 

本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎

重な判断を行う必要がある。 

① 家族等が本人の意思を推定できる場合は、その推定意思を尊重し、本人にとって最善

の方針をとることを基本とする。 
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② 家族等が本人の意思を推定できない場合は、本人にとって何が最善であるかについて、

本人に代わるものとして家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる

ことを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、

このプロセスを繰り返し行う。 

③ 家族等がいない場合、および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、本人

にとっての最善の方針をとることを基本とする。 

④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、電子カルテ内に記載する。 

 

（３）複数の専門家からなる話し合いの場の設置 

上記（１）（２）の場合において、方針の決定に際し、 

① 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合 

② 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容につい

ての合意が得られない場合 

③ 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療、ケアチームとの話し合いの中で、妥

当で適切な医療、ケアの内容について合意が得られない場合等については、安全管理

部や倫理委員会などのコンサルテーション部門へ諮り、医療・ケアまた、必要があれ

ば、外部の第三者機関の助言を得られるように、病院上層部へ働きかける。 

 

〈引用・参考資料〉 

厚生労働省 平成 30 年 3 月改訂版  

『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』 
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V. 患者・家族への情報提供 

地域医療支援センターが『地域住民の相談窓口』となり、院内外の患者の相談窓口となって

いる。 

 

総合相談支援室には、患者相談窓口やがん相談支援センターが含まれている。総合相談支援

室は正面玄関に位置し、病院の入り口で院内外の患者相談に応じる。がん相談支援センター

の案内は、正面玄関にある地域医療連携室の脇にポスターとして掲示してある。また、会計

ファイルにチラシを入れ、来院する患者の目に留まるように工夫している。地域や院外の患

者へは、ホームページにて案内を行い、相談窓口として、様々な問題や悩み事について対応

していることをアナウンスしている。 

がん相談支援センターには、がん情報・資料検索スペースを設けている。インターネットや

がん小冊子・セカンドオピニオンなどの病院の資料をそろえ、患者が自らの病気や治療・療

養先についての情報にアクセスできる環境を用意している。 

ACPについての相談は『総合相談支援室』が窓口となる。院内の患者に対しては、会計ファ

イルにチラシを入れ、相談窓口をアナウンスしている。また、ACP の理解に向けて、ホーム

ページには当院の『支援の基本姿勢』を提示し、東京都保健医療局 ACP普及啓発小冊子「わ

たしの思い手帳」がプリントできるように準備している。また、廊下のラックにも準備して

あり、患者さんやご家族など来院した人が自由に持ち帰ることができるようにしている。「わ

たしの思い手帳」が書きにくいという方のためには、当院が作成した「たとえばシート」も

準備している。  

地域医療
支援センター

予約センター 総合相談支援室

患者相談窓口

がん相談
支援センター

地域医療
連携室

医療福祉
相談室

入退院支援室
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VI. 人生の最終段階における医療・ケアの方針決定プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本人の意思が 

確認できる 

 

本人の意思が 

確認ができない 

本人と医療従事者が 

十分に話し合い 

本人が意思決定を行う 

人生の最終段階における 

医療・ケアの方針決定 

・病院などにより

医療・ケア内容の

決定が困難、合意

が得られない 

・家族間で意見や

意思が一致しな

い、等の場合 

↓ 
安全管理部や病院

倫理委員会に諮る 

※家族等が本人の意思を推定できる 

※家族等が本人の意思を推定できない 

※家族等がいない 

「私の思い手帳」「たとえばシート」質問紙の活用 

本人の推定意思を尊重し 

本人にとっての最善の 

治療方針をとる。 

本人にとって最善の治療方針を 

医療・ケアチームで慎重に判断する。
（家族等がいる場合は十分に話し合う） 
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VII. 当院作成「たとえばシート」 
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